[image: image1.png]S



[image: image6.png]S




[image: image2.jpg]Vietham
Business

Platform

VBP




[image: image1.png]
[image: image3.jpg]Best Solution
High Performance
Quick Delivery



[image: image2.jpg]

[image: image4.png]




[image: image5.jpg]



[image: image6.png]
BẢBẢN TIN LUẬT

LLBẢBẢN TIN LUẬT TIN L

 TIN L

	A. 会計・税務


2014年03月01日より、海外或いは非関税区へ商品販売及びサービス提供の際に、輸出インボイスを使用してはいけない

商品販売・サービス提供用のインボイスに関する2010年05月14日付の政令第51/2010/ND-CP号の第4条1項を修正する2014年01月17日付の政令第04/2014/ND-CP号の第1条1項に基づき：

· 2014年03月01日より、海外及び非関税区への商品販売、或いはサービス提供、ならびにその他輸出と見なされる販売に対して、組織・個人が規定に従って付加価値インボイス或い販売インボイスを使用しなければならない。

· 企業は2013年05月15日付の財務省通達第64/2013/TT-BTC号の第27 条に従って、使用し続けない輸出インボイスを廃却しなければならない。

On-the-spot輸出入(現地における輸出入) に対する付加価値税（VAT）についての案内

2014年03月24日、税務総局はOn the spot輸出入に対するVATについて案内するオフィシャルレター第951/TCT-CS号を発行した。

外国契約者はOn-the-spot輸出入の形式でベトナム国内企業へ商品を提供し、外国契約者がOn-the-spot輸入業者と締結した契約書に基づいてベトナムで所得を得る場合、外国契約者のVAT納税義務が以下の通りである。

· 当該商品は規定に従って輸入の際にVATを納税された場合、外国契約者は商品代金に対するVATを納税する必要がない。

· 契約書上に、商品代金とサービス代金を区分して記載する場合、それぞれの商品代金、サービス代金に応じてVAT 税率は別々に適用される。

· 契約上に、商品代金とサービス代金を区分して記載しない場合、VAT税率は契約代金の合計額に対して適用される。

ベトナム法人がOn-the-spot輸入を行う場合、納税義務を確認するために、商品価値が輸入の際にＶＡＴ申告·納税されたのを証明する証憑等を提出すべきである。

インボイス申告補足に対する6ヶ月の期限を廃止する

2014年03月17日、税務総局はインボイス申告遅れについて案内するオフィシャルレター第863/TCT-KK 号を発行した。

· 通達第06/2012/TT-BTC 号によりますと、インボイス申告漏れに対する追加申告の期限はそのインボイス発生月から06ヶ月以内である。06ヶ月の期限を超えれば、当該の申告遅れインボイスが仕入ＶＡＴを申告·控除されない。申告·控除されないＶＡＴ額は法人税の損金に算入される。

· 2014年01月01日以降、通達第219/2013/TT-BTC号に従って、VAT修正・補足申告の期限を廃止したが、税務調査の前に申告を実施しなければならない。

ソフトウェア・エラによる割引の内容を斜め線部分の下に記載したインボイスが認められる

2014年03月10日、税務総局はVATについて案内するオフィシャルレター第712/TCT-CS号を発行した。
インボイスは斜め線部分の下に割引内容を記載した場合、当該インボイスが売上高及びＶＡＴ額を正確に反応し、記載間違いがソフトウェア・エラによって発生されが、会社もタイムリーにソフトウェア・エラを修正できた場合、ＶＡＴ控除が認められる。

個人所得税 (PIT) 及び外国契約者税 (FCT) についての案内

2014年03月03日、税務総局はオフィシャルレター第812/TCT-TNCN号を発行し、PIT及び契約者税についての案内を以下の通りを提供した。

· 会社は労働者に傷害保険を購入する及び救急車搬送を手配するのは労働者が受けられる他のベネフィットと見なされるので、当該費用が労働者のPIT課税所得に計上される。

· 外国契約者が締結した契約の中で、契約代金が傷害保険費、救急車搬送費、交通費、入国ビザ費用、個人所得税などを含めないことを明記する場合、外国契約者税（VAT, CIT）の課税所得は契約代金とベトナム法人が外国契約者の変わりに支払った費用(傷害保険費、救急車搬送費、交通費、入国ビザ費用、外国人の個人所得税などを含める)の合計となる。
	B. 投資・その他


企業に対する対外借入の条件

2014年03月31日、中央銀行は政府保証なしの対外借入の条件について規定する通達第12/2014/TT-NHNN号を発行した。本通達は企業の対外借入及び融資返済について案内する2014年12月21日付通達第09/2004/TT-NHNN号に比べ、以下の新点がある。

· 借入目的：企業が自ずからの生産·事業のための借入の以外に、借手が直接に投資した企業のプロジェックトを実施するために、中期·長期の対外借入をすることができる、しかし限定借入金は借手が出資する企業での出資率に応じる。

· 対外借入金を使用する生産・経営・投資案件：ベトナムの法律規定に従って、権限ある機関により承認されなければならない；及び当該案件が借手或いは借手が投資した企業の投資証明書上の事業分野に合致しなければならない。

· 対外借入通貨に関する条件：借入通貨が外国通貨である。

· 借手が外国直接投資のある企業であり、借手企業へ出資している海外投資家である貸手の直接投資活動からVNDでの配当される利益から借入れる場合、対外借入通貨はVNDで可能である。

本通達は2014年05月15日から発効する。

5年ごとに1回、企業が印鑑を再登録しなければならない

2012年02月15日、公安省は通達第21/2012/TT-BCA号を発行した。それに従って、印鑑の使用期限は公安機関により発行された印鑑登録証明書上の印鑑登録日から05（五）年間以内である。上記の期限を超える場合、当該印鑑を使用している機関・組織は印鑑登録証明書の発行機関である公安機関にて印鑑を再登録しなければならない。

通達第21/2012/TT-BCA号は印鑑管理及び使用についての政令第58/2001/ND-CPを案内し、2012年06月06日から有効する。

企業は印鑑を再登録を実施しない場合、2013年11月12日付の政令第167/2013/ND-CP号に従って、次の通りに処罰を課される：印鑑を再登録しない場合は500,000 ~ 1,000,000 VND の罰金である。

ベトナム法令ニュース
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